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Ⅰ 令和４年度事業計画案及び収支予算案について 

 

 １ 小笠原を取巻く状況 

（１）一昨年来、世界的に猛威を奮っている新型コロナウィルスの世界的大流行 

は昨年も治まる気配がみられず、小笠原でも島民生活に大きな影響を与えて  

いる。 

村では小笠原の特性を加味した村内での行動指針「小笠原版「新しい日常」

の過ごし方」及び「緊急事態期間中の村民・来島者の行動指針」を村民、来

島者に呼びかけるとともに、観光客が集中する夏季期間には、「村内コロナウ

イルス一掃期間」を設けて感染予防に尽力したが、若干の感染者が発生した。 

また昨年８月から東京都、小笠原村、小笠原海運の三者の連携により実施

している、おがさわら丸乗船者全員に対しての PCR検査は現在も引き続いて

実施しており、島への感染拡大を水際で防止する措置を続けている。 

 

（２）５期１８年間にわたり小笠原村政を担ってきた、森下一男村長が昨年６月 

から病気療養中であったが、７月２９日にお亡くなりになった。 

新しい村長を選ぶ村長選挙が９月５日に行われ副村長であった渋谷正昭氏

が当選して第５代村長に就任した。また、副村長には村会議員であった金子

隆氏が選任され、小笠原村は新しい村長、副村長のもと新たな体制でスター

トした。 

 

（３）小笠原と本土を結ぶ航空路の開設は、村民の暮らしと安心を確保するため 

にも小笠原村の最重要課題である。この実現に向けて、昨年７月に、都、国、

村で構成されている小笠原航空路協議会の第１０回会議が開催された。 

この会議では、令和２年度に実施された空港建設のための気象調査、海象調

査、環境調査、磁気調査、航空機の運航可能性調査について報告され、令和３

年度に実施される空港計画調査、環境調査、PI・航空機等調査等について議論

が行われた。 

また会議では、世界自然遺産登録１０周年を迎えた小笠原の自然環境の保全

との両立を図るため、関係機関と緊密に連携しながら、必要な調査検討や情報

発信を行い、パブリック・インボルブメントの円滑な実施に向けた準備を着実

に進めていくことが確認された。 
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（４）小笠原諸島が昭和４３年に米国から返還された後も、硫黄島については未 

だに島民の帰島が実現されていない。 

島民の硫黄島墓参については、東京都主催により年２回、村主催により年１

回実施されてきたが、一昨年、昨年と２年連続して新型コロナウイルス感染予

防のため実施が見送られた。 

故郷に定住することができない硫黄島島民にとって、祖先の墳墓の地への 

墓参は故郷との縁を繋ぐ重要な絆であり、新型コロナウィルス感染が一刻も早

く収束して島民の墓参が再開されることが強く望まれる。 

 

２ 事業計画案の基本的な考え方 

小笠原協会が公益財団法人の認可を受けた平成２５年４月１日から、内閣府を

所管行政庁として新しい定款、諸規定に基づき、認可された事業を着実に実施し

てきた。  

強制疎開から７８年、小笠原返還から５４年が経過し、小笠原の過去の歴史や

文化の風化が懸念されるとともに、それらの歴史や文化の生き証人である旧島民

も高齢化して世代交代が進んでおり、協会のあり方も問われている。 

協会としては、これからも、このような実態を踏まえ、定款に定める「帰島を

希望する旧島民の帰島を促進し、もって小笠原諸島の自立的発展並びに住民生活

の安定及び福祉の向上に資する」を原点としつつ、小笠原諸島振興開発特別措置

法に基づく国や都、村の諸施策の実現に協力し小笠原の振興発展に寄与する、と

の立場から事業計画案を策定した。 

 

３ 収支予算案の編成方針  

上記の事業計画案に基づき、最小の経費で最大の効果を上げるべく、以下の予算編成方

針に基づき収支予算案を策定した。 

（１）公益目的事業 

「公益財団法人」として最も重要な「公益目的事業（不特定かつ多数の者の利益の増

進に寄与するもの）」については、現在実施している公益事業を着実に実施する。 

（２）収支予算書〈損益ベース〉 

〈共通事項〉 

①  収支予算書は、公益事業を執行する「公益目的事業会計」（以下、「公益会計」とい

う）及び協会組織を管理運営する「法人会計」に区分して計上する。 
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②  歳入については、都及び村の補助金は、公益目的事業会計の共通事業収益とし、そ

の他の収入は、公益目的事業会計の共通事業と法人会計に分ける。 

その他の収入の配分比率は、公益法人移行時に定めた比率（公益 72％、法人 28％）

を基本とし、個別の定めのある賛助会員費のみ、規程で定めた比率（法人会計に 70％

以内充当できる）を使う。歳出については事業の内容に応じて、支出内容の積み上げ(直

課方式)を基本とし、積み上げが出来ないものについては、実体的な従事割合で按分す

る。 

③  公益事業は、「公 1事業」と「公 2事業」が認定されている。 

公１事業は、東京都及び小笠原村等の補助金及び寄付金や賛助会費などを財源とする。

公２事業は、主に賛助会費等を財源とし、「国及び自治体・諸団体が実施する事業への

協賛等」については、補助金、寄付金も充当する。 

〈経常収益〉 

①  歳入は、実際の事業量及び公益法人移行時に設定した公益比率に応じて公益会計

と法人会計に按分して計上する。 

②  機関紙・誌の広告掲載料は広告掲載料として計上するが、賛助会員規程第 6条に

より、寄付金として扱う。 

③  公益会計のうち補助金及び寄付金以外の歳入は公 1、公 2に共通するため、公益

会計の「共通」欄に計上する。 

〈経常費用〉 

  歳出のうち人件費（給与、賃金、旅費交通費等）及び福利厚生費（健康保険料、厚 

生年金保険料等）は、公益目的事業（公１事業、公２事業）及び管理事業の事業量に応

じて「公益会計」及び「法人会計」に按分する。 

印刷製本費及び通信運搬費は、業務の主体が公 1事業であり、公１に重点配分する。

役員報酬のうち、会長、常務理事については、業務実態に応じて、会計区分ごとに配分

する。評議員、理事等で会議に参加する役員の報酬、交通費及び慶弔費は、法人会計に

区分する。 
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Ⅱ 事 業 計 画 書 

 

１ 公益目的事業 

（１） 公１事業 帰島促進、振興開発普及啓発事業 

① 機関紙等刊行物、②ホームページ 

年４回発行する機関紙「小笠原」及び年１回刊行する機関誌「特集号」やホームペー

ジにより小笠原に係わる情報や協会が実施する事業等を旧島民、関係者はじめ広く国民

に情報提供する。 

〔趣旨（目的）〕 

国土交通省が策定した「旧島民の帰島に関する計画」（令和元年１１月１３日）では、

当協会の役割を「旧島民に対する小笠原諸島への帰島相談を実施するとともに、機関紙

等を通じた小笠原諸島に関する情報提供に努める。」と定めている。 

また、小笠原諸島が自立的発展を成し遂げるためには、「小笠原諸島振興開発特別措置

法」に基づく「小笠原諸島振興開発計画」を着実に推進するとともに、今後とも、多く

の国民の協力及び支援が必要であり、当協会の機関紙・誌やホームページによる情報提

供は、これらに対処、貢献するものである。①と②の事業は、情報提供という共通の目

的を達成する手段として位置付けられることから一つにまとめた。 
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事 業 名 内           容 

① 機関紙等刊行物 

9,655,029 円 

（9,749,000 円） 

（注）当該経費には 

②のホームページの

経費が含まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業内容】  

小笠原諸島（父島、母島）在住の島民は、返還後帰島した旧島民、在来

島民、新島民（旧島民以外で本邦から移住した島民）及び短期滞在者（工

事関係者等）並びに国や東京都などからの派遣職員等で構成され、人口

構成は複雑である。一方では、硫黄島をはじめ帰島できなかった旧島民

も多くおられ、この人たちの望郷の念は強く、故郷小笠原諸島に係る情

報を渇望している。機関紙等の刊行は、小笠原諸島振興開発事業や小笠

原諸島に係る諸情報を旧島民及び小笠原諸島の島民並びに全国の賛助会

員等に提供することで、旧島民の帰島促進及び定着に貢献するとともに、

小笠原諸島に係る普及啓発や宣伝、産業・観光等地域経済効果の向上に

寄与し、地域活性化の推進を支援するものである。 

 

【機関紙等の種類及び主な内容】 

機関紙等とは、新聞「小笠原」（A3 版、4～6 頁、年 4 回発行）、冊子「特

集小笠原」（B5 版、50～100頁程度、年 1 回発行）及びその他の刊行物（随

時発行）である。 

また、新聞「小笠原」の内容は、上記の小笠原諸島振興開発事業に係る

情報のほか、硫黄島の旧島民の父島・母島への移住等支援や硫黄島墓参・

遺骨収容に関する情報、小笠原航路など船便の時刻表や小笠原農産物な

どの情報、賛助会員からの投稿、小笠原航空路開設に関する情報等を適

時に提供する。また、冊子「特集小笠原」は、小笠原諸島に関する調査

研究、普及啓発及び宣伝等、その時々の時宜を得たテーマや情報、ある

いは記録として残す必要があるテーマを内容としている。 

【配付先】 

新聞「小笠原」及び冊子「特集小笠原」の近時の発行部数は各々4,000 

部であり、その配付先は、本邦在住の旧島民約 600 部、小笠原在住者約

1,600 部、賛助会員約 1,500 部、関係行政機関約 200 部、事務用 100 部

となっている。 

【財源】東京都及び小笠原村の補助金等 

（注）（ ）内は前年度 
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② ホームページ  

(注)①機関紙等刊行

物の経費の中で実施

する。 

(注)ホームページの

情報の追加や更新は、

管理費・委託費 

50,000 円 

(50,000 円) 

の中で行う。 

 

 

 

【事業内容】 

ホームページには小笠原諸島の歴史や地理的・自然的特性に即した情

報、小笠原諸島振興開発事業や産業・観光等に関する情報を掲載し、小

笠原諸島に係る普及啓発、宣伝に努めて旧島民の帰島促進や訪島者の増

加に貢献するとともに、産業・観光等の経済効果の向上に寄与し、地域

活性化の推進や小笠原諸島の自立的発展を支援する。また、当協会の組

織・制度及び各種事業情報を公表し、旧島民や小笠原諸島に関心を持つ

不特定多数の人々に対し開かれたものとしている。 

【掲載情報】 

ホームページに掲載する主な情報は、次のとおりである。なお、現在未

掲載の情報についても漸次掲載していく。 

・小笠原諸島の各種情報 ・小笠原諸島世界自然遺産情報 ・当協会の

賛助会員情報 ・当協会の諸事業情報（小笠原訪問交流ツアー、機関紙

の発行、小笠原航路の運賃割引証明書の発行、協賛等の諸情報など） ・

当協会の組織や制度等情報（定款、規程、予算等）など 

【財源】 

東京都及び小笠原村の補助金 

 

 

（２） 公２事業 教育、経済等推進事業 

  ①小笠原訪問交流ツアー、②旧島民及び賛助会員に対する「おがさわら丸」の運賃割引

証明書の発行、③国及び自治体や諸団体が実施する事業への協賛等、④意見交換会等に

よる情報収集、⑤自然観察会（仮称）検討委員会 

〔趣旨（目的）〕 

小笠原諸島が自立的発展や住民の生活の安定等を図るためには、様々な形での多くの国

民の協力及び支援が必要である。また、当協会も小笠原諸島に係る諸事業を実施し、小笠

原諸島の産業・観光等経済効果の向上や地域活性化に寄与又は支援する。①～⑤の事業は、

経済効果の向上や地域活性化に寄与又は支援するという共通の目的を達成する手段として

位置付けられることから一つにまとめた。 
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事 業 名 内           容 

① 小笠原訪問

交流ツアー 

800,000 円 

（1,000,000円） 

  

【事業内容】 

機関紙及びホームページで旧島民や賛助会員の外全国から参加者を募集し

て閑散期の 11 月に実施し、小笠原の産業・観光等経済効果の向上に寄与する。

また、父島、母島でツアー参加者と地域住民との交流会を実施し、友好と賑

わいを醸し出すなど地域活性化に貢献する。なお、旅行業法に係わる事務は、

小笠原海運株式会社が実施する。 

【役割分担】 

小笠原訪問交流ツアーの案内、小笠原訪問交流ツアー期間中の安全管理等

は、当協会及び小笠原海運株式会社が協働して実施し、その他は役割分担に

よる。 

(1)当協会の主な役割は次のとおり。 

①小笠原訪問交流ツアーの企画②機関紙およびホームページでの広報③父

島・母島の交流会開催(村と共催)④参加者アンケート調査を実施し、村及び

関係団体への情報提供  

(2)小笠原海運株式会社の役割は次のとおり。 

①参加者募集及び参加者名簿の作成②参加者の宿泊先振分け③参加費用の

徴収及び宿泊先への宿泊代支払い④参加者の乗船受付及び保険事務 

【交流会】 

小笠原父島及び母島に到着した日の夜、小笠原村、小笠原支庁、観光協会、

漁協、農協など父島、母島のそれぞれの機関及び関係者の協力を得て開催す

る。アトラクション出演者はボランティア参加、その他諸経費は当協会及び

村役場が負担する。なお、新型コロナウイルス感染の状況により、交流会は

中止することも考えられる 

【その他】 

〔閑散期の１１月〕本事業は閑散期に実施するということで始めたものであ

る。平成２３年の世界自然遺産登録の影響で客足は伸びたがそれ以降はやや

減少傾向にあった。その後、新船効果によって増加しつつあるが最盛期ほど

ではない。また、交流ツアー参加を楽しみにしている旧島民やいわゆる「小

笠原ファン」に会えることを心待ちにしている小笠原島民も多く、広く小笠

原の理解を深めるためにも継続性が求められている事業である。 
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【財源】寄付金・賛助会費等 

② 旧島民及び

賛助会員に

対するおが

さわら丸の

運賃割引証

明書の発行 

 

公 2 事業の予

算の中で対応 

人件費を除く

費用は、 

10,000 円 

（10,000 円） 

 

【事業内容】 

本事業は、当協会と小笠原海運株式会社との「東京～小笠原航路乗船券の割

引に関する覚書」により実施するものである。旧島民の里帰り経費の軽減に

よって里帰り回数の増加と、また、これを賛助会員に広げることで訪島者の

増加を図り、島民との交流や産業・観光等経済効果の向上に寄与するなど地

域活性化に貢献する。 

【割引証明書・賛助会員証の発行】 

小笠原への里帰り又は訪島するための往復の乗船券の予約をした旧島民及

び賛助会員の割引証明関連業務である。旧島民については当協会保有の旧島

民名簿で確認し割引証明書を発行する。賛助会員については、加入時及び毎

年の納金時に発行する賛助会員証を提示し「おがさわら丸」の運賃割引を受

ける。運賃割引は、特 2 等船室及び 2 等船室のみで割引率は 2 割である。 

【割引相当額の負担】 

当協会は、割引に相当する金員を㈱小笠原海運に対して支払うことはしてい

ない。 

【財源】 

寄付金・賛助会費等 

③ 国及び自治

体や諸団体

が実施する

事業への協

賛等 

50,000 円   

（100,000 円） 

 

 

 

【事業内容】 

国及び自治体や諸団体が実施する行事又は催し物等に対して協賛等を行う

ことにより、小笠原の産業・観光等経済効果の向上と地域活性化の推進を支

援する。協賛等を行う行事又は催し物等は、旧島民の帰島促進・定着、小笠

原諸島に係る普及啓発・宣伝、小笠原諸島における教育、経済・産業等へ貢

献するものであることが必要である。 

また、国、都及び村の実施する行事に協力していくとともに、学術機関等

との共催による小笠原諸島、硫黄列島関連の講演会等を開催していく。 

【種類】 

協賛等には、協賛金の支出により必要経費の一部を助成するものと主催・

共催・後援等の当協会名義の使用許可とがある。 

【応募・選考】 

行事又は催し物等の内容が、当協会の条件に適合するものであることを書面
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で示して応募する。選考及び決定は、「協賛等に関する事務処理要綱」に基づ

き行う。 

【財源】 

補助金・寄付金・賛助会費等 

④ 意見交換会

等による情

報収集 

200,000 円 

（200,000 円） 

交流ツアーや会

合参加の機会を

捉え実施する 

 

 

 

 

【事業内容】 

(1)小笠原村で実施する当協会役員及び在島評議員・理事と島民等との意見交

換会において、小笠原諸島振興開発事業や産業・観光等に関する現場の意

見・要望等を取りまとめて国や東京都など関係機関に対する要請等に反映

させる。また、当協会の今後の運営の参考に資するとともに、小笠原村の

産業・観光等経済効果の向上と地域活性化の推進を支援する。 

(2)硫黄島墓参及び遺骨収容等については、国、東京都及び小笠原村の情報を

機関紙等で提供するほか、当協会役員や職員が墓参等に参加して硫黄島の

現状を把握し、情報収集及び情報提供の質の向上に努め、帰島できない旧

島民に対しきめ細かな対応を図る。 

【要請等】 

要請等は、「小笠原諸島振興開発審議会」（国土交通省）及び「小笠原諸島

振興開発計画」（東京都）の策定時並びに必要に応じて適時に行う。 

【財源】 

寄付金・賛助会費等 

⑤ 自然観察会

（仮称）検討

委員会 

 

公 2 事業の予

算の中で実施

する。 

【事業内容】 

この事業は、小笠原諸島の自然等を教育の場として活用しようとするもので

ある。平成 26 年度から 2 年間検討し、協会独自の事業としての自然観察会の

開催は、類似事業もあり、また財政的にも困難であることが判明した。この

ため、教材開発や教育者向け情報提供など他の方法による教育支援を検討す

る。現在、機関紙に小笠原の植物研究等の一端を随時紹介している。 

【財源】 

寄付金・賛助会費等 

 

２．収益事業等 

  収益事業等は実施しない。 


